
【介護保険の給付対象とならないサービス】

  ① 食事の提供に要する費用（食費）

第２段階 第３段階

１日あたり １日あたり

６００円
①1000円
②1300円

  ② 滞在に要する費用（居住費）

第２段階 第３段階

１日 １日

４８０円 ８８０円

１日 １日

４３０円 ４３０円

（注）二人部屋は個室が満室の為、特養の入院者床を利用する場合となります。

【その他のサービスご利用料金】

散髪（要予約）

シャンプー

テレビ貸出

献立を米飯からパンへ変更

通常 介護保険負担限度額認定証に記載されている額

（第４段階） 第１段階

1,765円 ３００円

３８０円

項目 利用者負担分

食事の提供に要
する費用

１日あたり １日あたり

朝食485円。昼食574円。夕食550円。おやつ156円。
1日あたり上記の合計で1,765円です。

介護保険負担限度額認定証に記載されている額

医療機関受診費・薬剤費

居住（滞在）に
要する費用

通常

300円／回

理容1,500円／美容1,400円 

１日 １日

（第４段階） 第１段階

実費

0円

74円／1食

料金表別紙１　ショートステイご利用料金（別表）

二人部屋
１日 １日

９１５円 ０円

個室
１，２３１円

［令和6年8月1日施行］


